
国民健康保険税の税率・税額の見直し

○低所得世帯（43万円以下）が全体の32％を占めている。所得割を増やすことで不足分を賄おうとすると、中間層への負担が大きくなる。

所得階級層別世帯数（R６課税）

１

所得が43万円以下の世帯は、
均等割、平等割が７割軽減と
なる。

１人世帯が62.0％、２人世帯
が28.2％、３人以上世帯が
9.8％となっている。
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所得階級 1人世帯 2人世帯 3人以上世帯 計 割合

0円 1,186 195 84 1,465 19.8%

43万円以下 632 247 60 939 12.7%

93万円以下 776 325 76 1,177 15.9%

143万円以下 567 321 75 963 13.0%

193万円以下 389 289 63 741 10.0%

243万円以下 279 214 60 553 7.5%

343万円以下 354 246 94 694 9.4%

443万円以下 155 99 65 319 4.3%

543万円以下 91 56 41 188 2.5%

643万円以下 68 22 26 116 1.6%

743万円以下 34 21 16 71 1.0%

843万円以下 18 11 11 40 0.5%

943万円以下 8 8 13 29 0.4%

943万円以上 31 37 38 106 1.4%

計 4,588 2,091 722 7,401
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国民健康保険税の税率・税額の見直し

所得階級層別世帯数と国保税平均額（R６課税）

２

所得階級 A案 B案 C案 D案 E案
R6世帯あたり年
税額（平均）

0円 34,856 37,898 41,298 42,266 36,947 43,015

43万円以下 27,294 29,782 32,705 35,305 29,115 37,648

93万円以下 66,040 68,567 77,522 72,540 68,380 72,307

143万円以下 128,258 130,155 149,499 133,043 131,272 130,238

193万円以下 178,296 179,523 207,715 181,335 181,983 176,290

243万円以下 213,220 213,472 248,304 214,121 217,150 207,393

343万円以下 263,741 261,996 306,686 261,819 267,599 253,846

所得階級 A案 B案 C案 D案 E案
R6世帯あたり年
税額（平均）

443万円以下 327,843 323,410 380,974 321,005 331,563 310,440

543万円以下 365,327 359,348 424,256 355,564 368,910 343,319

643万円以下 397,880 389,428 459,840 384,709 400,688 372,366

743万円以下 492,341 479,615 560,880 472,683 494,232 458,273

843万円以下 655,150 633,495 723,563 618,988 653,448 601,135

943万円以下 677,759 664,938 729,469 658,500 680,479 644,814

943万円以上 815,732 806,275 848,449 802,457 816,150 795,322
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3方式 所得割増加 均等割・平等割据置

3方式 所得割・均等割・平等割変更(応能50：応益50）

3方式 京都府が示す標準保険税率

４方式 資産割半減 所得割・均等割・平等割変更

3方式 所得割・均等割・平等割変更(応能52：応益48）

○現行の限度額（医療分65
万円、支援分24万円、介護
分17万円）を超えている高
額所得世帯は影響を受けな
い。
○令和6年度の全体の平均
年税額は148,188円

世帯数
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年間6万5千円以上増額する世帯の実例

▶6万5千円以上の増額となる12世帯については、元々の年税額が高いことによるところが大きい。８万円以上増加した2世帯については固定資産税が課税されておらず、

所得割の増額分が純増となったことと、世帯人数が5人おり被保険者1人ずつにかかる均等割の増額による影響が多くなったもの。その他の世帯も、世帯内の被保険者が

多いか、所得が平均より高いことによる。（平均課税対象所得額は世帯あたり85万円※所得0円も含む）

応能応益割の

バランスを整える

世帯構成
世帯
人数

課税対象
所得※

主たる所得
固定資産
税額

令和6年度
税額

変更後税額 増額
増減率
（現行比）

40代夫婦 子3人（10代3人） 5 約628万円 営業 無し 878,400円 965,000円 86,600円 10%

50代夫婦 子3人（20代2人、10代1人） 5 約728万円 専従給与 無し 968,100円 1,054,500円 86,400円 9％

50代夫婦 子2人（20代1人、10代1人） 4 約541万円 給与 無し 755,800円 835,500円 79,700円 11%

40代夫婦 子4人（10代未満4人） 6 約430万円 営業 無し 663,500円 741,800円 78,300円 12%

60代夫婦 40代夫婦
子2人（20代1人、10代未満1人）

6 約721万円 営業 58,900円 962,300円 1,036,600円 74,300円 8％

50代夫婦 子3人（20代1人、10代2人）
親1人（70代）

6 約358万円 営業 24,957円 620,400円 692,400円 72,000円 12％

50代夫婦 子3人（20代1人、10代2人）
親1人（70代）

6 約571万円 給与 90,100円 862,000円 930,300円 68,300円 8%

50代夫婦 子1人（20代1人） 3 約726万円 営業 49,300円 911,400円 979,500円 68,100円 8%

50代夫婦 子2人（10代2人） 4 約402万円 農業 無し 605,100円 672,900円 67,800円 11％

60代夫婦 子1人（30代1人） 3 約513万円 給与 6,100円 698,900円 766,400円 67,500円 10%

40代夫婦 子1人（10代未満1人） 3 約475万円 給与 無し 655,400円 721,700円 66,300円 10%

40代夫婦 子3人（10代3人）
親1人（70代）

6 約228万円 農業 無し 462,800円 528,700円 65,900円 14%

資産割廃止による税率案を令和6年度当初時点の状況に適用した場合、年間6万5千円以上増額する主な世帯について増額世帯例（B案）

※被保険者の合計所得金額等から43万円を引いた額を合算した額



年代別所得の状況
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令和6年6月3日時点国保資格取得者

所得階層別被保険者数（R6）

所得0円の被保険者が31.5%を占める。（19
才以下の被保険者954人除く）
このうち60才～74才は1,822人で56.3％であ
る。被保険者全体の約17.7％である。

20代 30代 40代 50代 60～74 計 割合

0円 268 265 361 519 1,822 3,235 31.5%

100万円以下 92 155 259 398 2,774 3,678 35.8%

200万円以下 66 134 194 270 1,543 2,207 21.4%

300万円以下 27 56 99 134 330 646 6.3%

400万円以下 8 20 39 62 123 252 2.4%

500万円以下 5 13 21 34 47 120 1.2%

600万円以下 4 3 8 15 14 44 0.4%

700万円以下 0 2 7 11 11 31 0.3%

800万円以下 0 3 4 3 11 21 0.2%

900万円以下 0 2 2 5 8 17 0.2%

1000万円以下 0 1 1 3 2 7 0.1%

1000万円以上 1 2 3 6 13 25 0.2%

計 471 656 998 1,460 6,698 10,283 100%

割合 4.6% 6.4% 9.7% 14.2% 65.1% 100%

3,235人
（31.5％）

3,678人
（35.8％）

2,207人
（21.4％）

646人
（6.3％）

252人
（2.4％） 120人

（1.2％）
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5

年代別固定資産税の状況

固定資産税総額 課税対象者数（人） 1人当たり平均額

20代 744,973 15 49,665

30代 5,876,013 99 59,354

40代 16,984,673 268 63,376

50代 35,903,565 566 63,434

60～74 250,048,758 3,935 63,545

計 309,557,982 4,883 63,395

（単位：円）

令和6年6月3日時点国保資格取得者

（円）

60代以上の被保険者数が圧倒的に多い
ことから、固定資産税総額は群を抜いて
高くなっているが、１人当たりの平均額を
みると、同水準である。

年代別固定資産税総額及び平均額（R6）
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年代別所得割・資産割の課税状況
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被保険者数のうち、60代以上が60％を占めているため、
どの項目も60代以上が多いが、年代別にみると20代から
50代で、「所得割・資産割無」の次に、「所得割のみ」の被
保険者が多くを占めている。

60代以上では「所得割・資産割有」の被保険者が最も多
い。
全体では、「所得割」も「資産割」も課税されない被保険
者が31.5％となっている。

10代以下954人中
所得割課税対象者…0名
資産割課税対象者…1名

年代別所得割・資産割課税状況（R6）

令和6年6月3日時点国保資格取得者

年代
所得割・資産割無 所得割・資産割有 資産割のみ 所得割のみ

合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

20代 305 64.8% 10 2.1% 5 1.1% 151 32.0% 471

30代 323 49.2% 76 11.6% 23 3.5% 234 35.7% 656

40代 403 40.4% 182 18.2% 86 8.6% 327 32.8% 998

50代 502 34.4% 366 25.1% 200 13.7% 392 26.8% 1,460

60～74 1,705 25.4% 2,551 38.1% 1,384 20.7% 1,058 15.8% 6,698

合計 3,238 31.5% 3,185 31.0% 1,698 16.5% 2,162 21.0% 10,283

（人）

R6第１回国保運営協議会資料 ２より

6



※各年度当初賦課時点の世帯数及び割合

法定軽減世帯数の状況
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軽減世帯数の推移 法定軽減
低所得世帯に対する「均等割」と「平等割」の軽減制度。世帯主と被保険者の前年中の
所得額の合計が一定基準以下の場合、7割・５割・2割が軽減される。

8,436世帯

4,461
（56.8％）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

7割軽減 2,425 27.8% 2,333 27.5% 2,346 27.8% 2,367 28.6% 2,286 29.1% 2,175 28.7%

5割軽減 1,358 15.5% 1,360 16.1% 1,281 15.2% 1,300 15.7% 1,204 15.3% 1,161 15.3%

2割軽減 1,090 12.5% 1,028 12.1% 999 11.8% 962 11.6% 971 12.4% 856 11.3%

軽減非該当 3,863 44.2% 3,751 44.3% 3,810 45.2% 3,639 44.0% 3,391 43.2% 3,385 44.7%

総世帯数 8,736 100.0% 8,472 100.0% 8,436 100.0% 8,268 100.0% 7,852 100.0% 7,577 100.0%

限度額超過世帯 83 1.0% 71 0.8% 77 0.9% 87 1.1% 55 0.7% 56 0.7%

（世帯）

8,736世帯

7,852世帯
7,577世帯

8,268世帯

8,472世帯

4,192
（55.3％）

4,721
（55.7％）

4,626
（54.8％）

4,629
（56.0％）

4,873
（55.8％）
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